
医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所

在

地

指
定
年
月
日

別
府
ト
キ
ハ
ク
リ

ニ
ッ
ク

福
永

周
司

別
府
市
北
浜
二
丁
目
九
番
一
号

令

七
・

一
・

一

ａ
ｎ
調
剤
薬
局
や
株
式
会
社
フ
ァ
ル

ま
な
み
店

マ
ウ
ニ
オ
ン

別
府
市
南
立
石
二
四
一
番
一
八

令

七
・

一
・

一

調
剤
薬
局
石
だ
た

み

株
式
会
社
フ
ァ
ル

マ
ウ
ニ
オ
ン

中
津
市
寺
町
九
八
九
番
地
二

令

七
・

一
・

一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
い
ち
ょ
う

並
木

医
療
法
人
社
団
中

津
胃
腸
病
院

中
津
市
大
字
永
添
字
鍋
田
五
〇
七
番
地

二

令

六
・

四
・

一

亀
山
皮
膚
科
医
院
医
療
法
人
萬
寿
会
日
田
市
中
央
二
丁
目
六｜

四
一

令

七
・

二
・

一

飯
田
高
原
診
療
所
九
重
町
長

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
一
二
七
一
番

地

令

七
・

二
・

一

Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ

Ｓ
Ｕ

Ｎ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｅ

Ｃ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

医
療
法
人
社
団
真

正
会

速
見
郡
日
出
町
字
北
横
町
二
九
九
〇
番

地
の
三
他

令

七
・

二
・

一

太
陽
調
剤
薬
局

有
限
会
社
太
陽
調

剤
薬
局

別
府
市
北
的
ヶ
浜
町
三
番
一
九
号

令

七
・

二
・

一

そ
う
ご
う
薬
局
国

東
店

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社

国
東
市
安
岐
町
下
原
一
二
九
二

令

七
・

二
・

一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

訓

令

甲

会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

水
田
畑
地
化
推
進
基
盤
整
備
事
業
大
肥
地
区
吉
竹
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
百
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

施
行
者
の
名
称

別
府
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
下
水
道
事
業

別
府
市
公
共
下
水
道

目

次

令

和

七

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
九
二
号

三
月
十
八
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
一
九
七
号

大
分
市
西
鶴
崎
二
丁
目
一
五
〇
番
か
ら

大
分
市
乙
津
町
一
四
番
一
ま
で

令
七
・

三
・
一
八

、
連
続
す
る
５
年
の
範
囲
で

役

名

氏

名

住

所

理

事

藤

島

良

司

竹
田
市
大
字
米
納
一
二
七
〇
番
地
一

〃

工

藤

孝

行

〃

大
字
城
原
一
八
一
七
番
地

〃

志

賀

浩

〃

大
字
米
納
一
一
一
六
番
地

〃

酒

井

恭

喜

〃

大
字
平
田
四
三
二
八
番
地
二

〃

和

田

幸

生

〃

大
字
平
田
四
四
八
〇
番
地

〃

加

藤

信

一

〃

大
字
会
々
一
七
八
六
番
地

〃

舩

越

武

典

〃

大
字
平
田
一
六
一
七
番
地
一

〃

佐

藤

英

二

〃

大
字
会
々
四
九
四
六
番
地

〃

佐

藤

好

昭

〃

大
字
小
川
一
五
八
二
番
地

〃

後

藤

昭

次

〃

大
字
城
原
一
一
九
九
番
地

監

事

渡

邊

廣

志

〃

大
字
平
田
二
六
一
三
番
地
一

三

事
業
施
行
期
間

変
更
前

昭
和
三
十
五
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

変
更
後

昭
和
三
十
五
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

変
更
な
し

大
分
県
告
示
第
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

〇
訓

令

甲

大
分
県
訓
令
甲
第
一
号

本

庁

地

方

機

関

会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

第
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

所
属
長
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
募
に
よ
ら
な
い
で
選
考
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
同
一
の

者
を
知
事
の
事
務
部
局
に
お
い
て
五
年
を
超
え
て
引
き
続
き
任
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
者
が
現
に
任
用
さ
れ
て
い
る
職
の
職
務
に
高
い
適
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

同
一
の
者
が
長
く
当
該
職
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

三

当
該
職
に
つ
い
て
公
募
に
よ
る
選
考
を
行
っ
た
と
し
て
も
人
材
の
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ

と
。

第
五
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
公

告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
城
原
井
路

土
地
改
良
区
（
竹
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

（
退
任
役
員
）

大
分
県
報
（
告
示
・
訓
令
甲
・
公
告
）

令
和
七
年
三
月
十
八
日

二



〃

麻

生

定

〃

大
字
米
納
八
八
三
番
地

〃

森

陽

一

〃

大
字
米
納
四
二
六
番
地

〃

工

藤

壽

久

〃

大
字
城
原
一
七
七
八
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

藤

島

良

司

竹
田
市
大
字
米
納
一
二
七
〇
番
地
一

〃

添

田

員

生

〃

大
字
平
田
三
六
八
六
番
地

〃

佐

藤

英

二

〃

大
字
会
々
四
九
四
六
番
地

〃

和

田

ア
ヤ
子

〃

大
字
平
田
四
四
八
〇
番
地

〃

本

田

忠

〃

大
字
米
納
六
一
五
番
地

〃

麻

生

定

〃

大
字
米
納
八
八
三
番
地

〃

添

田

龍

〃

大
字
平
田
四
七
四
九
番
地

〃

長

野

幸

生

〃

大
字
古
園
五
二
四
番
地

〃

舩

越

武

典

〃

大
字
平
田
一
六
一
七
番
地
一

監

事

工

藤

洋

一

大
分
市
大
字
旦
野
原
二
〇
〇
番
地
の
五
七

〃

河

野

公

史

竹
田
市
大
字
平
田
二
七
一
番
地

〃

工

藤

壽

久

〃

大
字
城
原
一
七
七
八
番
地

（
就
任
役
員
）

令
和
七
年
三
月
十
八
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三


